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　国連が採択したSDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた
取り組みを推進していくために、政府は優れた取組を提案した全国
29自治体を「SDGs未来都市」に選定。宮城県からは唯一、東松
島市が選ばれました。
　東松島市では、今後、各省庁の支援施策などを活用し、教育、エ
ネルギー、生涯現役、経済循環、市民協働を中心に「持続可能なま

ちづくり」を目指し、本市の知名度アップにも
つなげていく考えです。
　ここでは、市の行財政を牽

け ん い ん

引するトップ
ランナーの方々に、「SDGs」に対しての
期待感や、持続可能なまちづくりへの思

いをインタビュー。第２回目の今回は、市
教育委員会のトップである工藤昌明
教育長に「SDGs」を語っていただき
ました。

■問　SDGｓ未来都市推進室
　　　☎内線1249
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ｓを語る！
持続可能なまちづくりへ 第2回

東松島市 工藤昌明教育長

QSDGsには、「誰一人とりのこさない」というキャッチフレーズがあり
ます。子どもたちには特に当てはまることだと思いますが、どのよ
うにこの課題にアプローチすべきでしょうか。
A学校教育の視点では、すべての子どもたちに対する「学力保障」が挙げられます。具体的に

は、日々 の授業の工夫や特別支援教育の充実などです。一人一人の居場所がある学校学
級づくり、どの子も喜んで学校に来れる学校づくりを進めていくことが大切です。
Q教育長が考える持続可能なまちとは何ですか。またそれを実践するために必要なこと

を教えてください。
A子どもたちがのびやかに育つまちを創ること。そして、生涯を通じて学びを習得し、実践でき

るまちにしていくことが大切であり、子どもだけでなく、大人も成長・成熟していけるようなま
ちにしていくことが重要だと考えます。それを実践するために必要なことは、「コミュニティ・
スクール（ＣＳ）の推進」です。学校、家庭、地域、行政が一体となって子どもを育てるＣＳが
ますます浸透すれば、その教育効果は計り知れないものになります。

　市では市民協働のまちづくりが進んでおり、その中で全小中学校がＣＳになりました。地域づ
くりと学校づくりの相乗効果をもって質の高い教育につながるものと期待しています。
Q市では復興の森による環境教育などにも取り組んでいますが、この取り組みとSDGsと

の連携によりどのような可能性が考えられますか。
A復興の森は宮野森小学校に隣接しており、現在は各科目で復興の森を活用した授業が行

われています。自然の中で学ぶことは学問への興味が湧
わ

く契機となり、それが本当の意味
での学力向上につながるはずです。宮野森小だけでなく、今後は市内の全学校が復興の森
を上手に活用できるようにしていきたいと思います。SDGsと連携し、地域を巻き込んだＣＳ
ともつながれば、これは人口ビジョン達成の大きな柱となるでしょう。

インタビューの全文は、

インタビュー

東松島市 SDGｓ 検 索

■見学できる日　毎週水曜日または木曜日で給食センターの稼働日
※見学の受け入れは週１組、１人～３０人まで。
■申込方法　見学日の７日前（土・日および祝日除く）までに、見学申込書

を学校給食センターに提出してください
※見学申込書は、給食センターや教育委員会学校教育課で配布していま
　す。また、市のホームページから印刷して使用することができます。
■給食試食　試食金額は１食２６５円です。給食試食ができる日は、２学

期の期間中で、学校へ給食提供する日です。申込書を試食日の２１日前
（土日・祝日除く）までに、学校給食センターへ提出してください

※業務の都合により１５人～３０人まで。
※見学に関する詳しい内容は、下記に問い合わせください。

　市の学校給食用物資納入の入札および見積合わせに参加するために
は、定められた期間内に必要な申請書類を提出し、審査を経て業者登録
を行うことが必要です。
■登録の有効期間　2019～2021年度
■受付期間　１１月１２日（月）～１２月１２日（水）９時３０分～１５時まで
※土・日曜日、祝日を除く。
■申請方法　直接持参
※登録申請書用紙の配布などは下記で行っています。詳しい内容は問い

合わせください。
■問　学校給食センター　☎２４-９４０９

　

　宮城県では、健全な水循環の保全に関する施策の効果的な推進を図
るために定めている鳴瀬川流域水循環計画を更新するに当たり、皆さん
からの意見を募集しています。
■募集期間　１１月１５日（木）まで
■資料公表場所　県環境対策課、県政情報センター、北部・東部地方振　

興事務所県政情報コーナー、県環境対策課のホームページ
■提出方法　１１月１５日（木）までに、郵送（消印有効）、 ＦＡＸまたはＥメ

ールで下記に提出
■問　宮城県環境対策課環境影響評価班（〒980-8570　※住所記載不要。）
　　　☎０２２-２１１-２６６７　FAX：０２２-２１１-２６９６
　　　Eメール： kantaie @ pref.miyagi.lg.jp

 平成３０年度交付 完全予約制で受付します。電話予約のうえ窓口にお越しください

 平成３１年度交付
 ※平成３１年度で事業
　 終了となります。

【事前申請】
　平成３０年度（平成３１年３月２９日（金））までに、住宅の請負（売
買）契約および事前申請が必要です
※事前申請の方法は、市報１２月1日号でお知らせします。

※予算額に達した場合、完了申請期限前に終了することがあります。
※詳しい内容は下記に問い合わせください。
■問　福祉課生活再建支援班　☎内線1492

東松島市被災住宅再建支援事業
平成３１年３月２９日（金）で受付終了です

　本事業は、平成３１年３月２９日（金）で終了しますので、ご注意ください。
※制度概要や対象要件は、下記に問い合わせください。
■問　福祉課生活再建支援班　☎内線1492

がけ地近接等危険住宅移転事業

鳴瀬川流域水循環計画（第２期）に対する意見募集

2019～2021年度
学校給食用物資納入業者の登録申請受付

■身体的虐待　子どもの身体に傷を負わせたり、傷にならなくとも日常的
に叩く等の行き過ぎた「しつけ」など、生命に危険のあるような行為や
子どもに対して暴力を振るうこと。

■心理的虐待　子どもに対する暴言や拒否的な対応、子どもの前でDV
を見せるなど、子どもの心に著しい傷を与える言動を行うこと。

■性的虐待　性的いたずらや性行為の強要など、子どもにわいせつな行
為をしたり、させること。

■ネグレクト
　適切な衣食住の世話をしない、同居人や自宅に

出入りする第三者の虐待行為を放置すること。
　子育てに悩む親や虐待を受けたと思われる子どもを見かけた時は、必
ず市役所や児童相談所の相談窓口に相談をしてください。相談したから
といって責任を問われることはありません。あなたの連絡・相談が子どもを
守ることや子育てに悩む保護者を救うことにつながる場合もあります。
■相談窓口
●家庭児童・DV相談：市健康推進課家庭支援班　☎内線1169・1189
●子どもの相談：宮城県東部児童相談所　☎0225-95-1121
　宮城県保健福祉事務所母子・障害班　☎0225-95-1431
●子どもの人権110番　☎0120-007-110（全国共通・無料）
●警察相談：石巻警察署生活安全課　☎0225-95-4141
●児童相談所全国共通3桁ダイヤル☎189
※ ☎0570-064-000でも、お近くの児童相談所につながります。一部の

IP電話からはつながりません。通話料がかかります。
■問　健康推進課家庭支援班　☎内線1169・1189
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